
検疫法等の改正について

○ 令和４年に成立した感染症法等一部改正法では、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を
与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、検疫法（以下「法」という。）についても、水際対策の実効性の確保のた
めの改正が行われた。その中で特に都道府県の皆様に御承知おきいただきたい事項は以下のとおり。

○ コロナ禍においては、都道府県と検疫所がそれぞれ独立して入院調整を行っていたことから、病床のひっ迫する時期において、入
院調整が難航する事態が一時生じた。

○ 都道府県及び検疫所のそれぞれの入院調整の円滑化を図るため、検疫所長が患者等を入院させる際の入院先の選定について、検疫
所長と都道府県知事が緊密に連携することとする。

○ 入院先となる医療機関を確実に確保するため、平時から検疫所長が医療機関と協議し、隔離・停留措置の実施のための病床確保に
係る協定を締結することとする。

○ 上記の協定を締結しようとする際、検疫所長は、都道府県知事に意見を聴取することとするとともに、医療機関と協定を締結した
際には、当該医療機関の所在地の都道府県知事に対してその旨を通知することとする。

改正内容

都道府県に対する要請

○ 都道府県と検疫所の連携については、「新型インフルエンザ等感染症等への備えに係る平時における都道府県と検疫所の連携の確
保について」（令和５年10月27日付け感発1027第３号健康・生活衛生局感染症対策部長通知）も参考にしていただきつつ、円滑
な施行に向けて、引き続き連携いただきたい。

○ 平時における医療機関との協定の締結については、協定等のひな形を新たに定め、各検疫所長あて通知した旨を「「検疫感染症患
者等に係る医療機関との協定等について」の発出について」（令和６年２月16日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企
画・検疫課事務連絡）にて各都道府県衛生主管部（局）あて連絡していることから、その内容について御了知いただくとともに、
当該通知のひな形を参考に検疫所が調整を行うことから、新たにひな形を定めた旨を貴管下の医療機関にも御承知おきいただきた
く、貴管下の医療機関に御周知いただきたい。

１．平時における医療機関との協定（法第23条の４、検疫法施行規則第８条の２関係）

２．検疫における入院先の医療機関の調整（法第 2 3条の５関係）

３．関係行政機関との協力連携（法第2 3条の６関係）

○ 厚生労働大臣及び検疫所長は、法第２章に規定による事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができることとし、協力を求
められた行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならないこととする。

（※）１及び２は令和６年４月１日施行、３は令和４年12月９日施行。（根拠条項は令和６年４月１日施行時点）
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検疫所

民間検査会社

• 発熱・咳等の有症状者のうち、調査協力いただける方について鼻腔ぬぐ
い液を採取。

• 協力者の行動歴、症状等の確認。
※１ 希望者に対し、抗原定性検査キットによる新型コロナウイルスとイン

フルエンザウイルスの簡易検査を実施（令和６年４月１日～）。

※２ 網羅的PCR検査（Multiplex RT-PCR）では、新型コロナウイルスや
インフルエンザウイルス、RSウイルスなどの様々な呼吸器感染症の病
原体の遺伝子を検出することが可能。

国立感染症研究所

新型コロナウイルスの系統解析(※３)

◆ 水際措置の終了以降の新たな取組みとして、海外から流入が懸念される感染症の病原体の変異や動向を広く
把握することを目的とし、令和５年５月８日より「入国時感染症ゲノムサーベイランス」を導入。

◆ ５空港（成田・羽田・中部・関西・福岡空港）において、発熱、咳などの症状のある入国者（※）を対象に、
検体を採取。

◆ 採取した検体は民間検査会社にて呼吸器感染症を引き起こす主なウイルスや細菌の病原体遺伝子を網羅的に
検出できるPCR検査を実施（新型コロナウイルス陽性検体についてはゲノム解析も実施）した後、国立感染症
研究所にて新型コロナウイルスの系統判定とインフルエンザウイルスのゲノム解析を実施。

◆ 令和６年４月１日からは希望者に対し、抗原定性検査キットによる新型コロナウイルスとインフルエンザウ
イルスの簡易検査を実施。

（※）有症状者数はコロナ前の実績として、令和元年度には５空港で年間約１万人程度。

呼吸器感染症の網羅的PCR検査(※２)

（新型コロナウイルス陽性検体のウイルスゲノム配列決定）

入国時感染症ゲノムサーベイランス

※３ 民間検査会社により決定されるゲノム配列情報を踏まえ、新型コロナ
ウイルスの株及び系統を判定。

インフルエンザウイルスのゲノム解析(※４)
※４ 令和６年度からは、新型コロナウイルスに加えインフルエンザウイル

スのゲノム解析を実施。

事業に対しての同意取得
検体採取(※１)
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